
野口安函／成共1関所蔵の立ILl'-i:.濱f寺史料

成巽閣所蔵の立山岩絣寺史料

野口

はじめに

石川県金沢市加六G.Il内にある成巽 I褐には、 江戸時

代の加質湘政に関わる古文・湘等の史料が保存 ・ 舒理

されている。 成巽 I褐とは、 江戸時代末期、 文久3年

(1863) に13代湘主I前田齊泰が、 12代活主齊版の夫

人賃訛院のために造裳した廷物である。 明治14年に

齊泰が、 店の白行筒の舞中成八掛賦の「成於渓而徳

風価突」からとって、 成巽閤と名付けたことが知ら

れている。

筆者は平成22年12 月、 成巽 l衿J所蔵史料の中で、 加

質湘発給文・i ';:のうち立山関係のものとして、 芦絣寺

関係4点、 岩l戦寺関係4点、 雄山神社東西社人 Ix↓係

2点の存在を確認した＇）。 その内9点は、 木介塁伝

「越中立LU古文，'l'』 CI に所収されており、 今回新た

にl点を発見した。 それは後掲の、

前寺の筵文10年 (1670)

［史:fl l ① （岩

の「村御印」）

1 . 

1-1. 窃文10年の「村御印J

【史料.]①

を示す もの

で、 昨年燎者が「岩l耕寺衆徒の身分支配」 ・り の中で

安嗣

取り上げた、 新川郡奉行が岩絣寺衆徒を百姓として

支配することを主張した根拠となる文・停の原本であっ

た。

これまで、 立山衆徒 に対する村御印は、 芦餅寺に

ついては、「芦隙寺ー山会文・, 1 ::」,'で確認できたが、

岩絣寺については、 地方の「岩111弁寺多質坊文翡」 :., 

の写しかなく、 原本史料はの存在は確認できていな

かった。

そこで本稿では、 菜文10年 (1670)

納入の仕組みについて、

の「村御印：

をもとに、 江戸時代の加賀ぷ作の岩峨寺に対する年頁

岩餅寺に現存する地方文','}'

を採用しながら検討していきたい。 あわせて、 加質

湘主3代から発給された成英1科」所蔵の岩餅寺閃係の

寄進状や安堵状を迎して、 岩1餅寺衆徒の身分支配に

ついて改めて検証し、 加質湘の宗教村落岩l隙寺への

支配のあり方を明らかにする 一助としたい。

岩耕寺衆徒の年貢収納について
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［史料の翻刻］

越中新川郡岩1研寺物成之 ··ii:

壱ケ所芹ぶ：j内四石明密成年百姓方方上二付無検地極

三百或拾五石

免五ッ四歩

本米五石

9,＂
 ••
 
t、.
真
↑

壱石

明屈或年二て免除

右免付之迎 新京升を以

放借利足

可納所

口米石二壱斗壱升試合宛可出者

未所収 ー紙文贅 37.8cm X57.8cm
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筵文十年

九月七日（黒印） 岩l絣寺

百姓中

史科①は、 筵文10年 (1670) 9 月 7 日に岩餅寺に

発給された「村御印」である。

この史料によれば、 岩貯寺の「草高」（石蒻）は

325石だが、 岩餅寺は加質活から瑞の祈顧所として

50石の寄進および；；者役を免除,:, されていたので、 実

際は 275石だっ たことがわかる。 それ以前の明厄f 2 

年 0656) までは271石で、 4 石上采せされ たこと

は、 百姓からの手上高を記叔した「壱ケ所草i',沿内四

石明厄試年百姓方方上二付無検地極」から判断でき、

天保12年 (1841) に岩絣寺目代が記j野組オ許神保助

三郎に あてた咬願杏に記されている「明庖年中二四

石手上高、 都合咸百七拾五石」 71 の内容からも裏付

けされる。

また、「免五ツ匹歩」とは、 年貢納入率のことで、

275石に対して54% での 上納率がかけられたことを

示している。 その他に 、「口米」という役人への手

数料がl石につき1斗l升2合かけられた。 これに

より、 岩銃寺は【第 1 表】の叶認式から、 年165石

1斗3升2合を納める ことになった。

【第 1 表J姦文10年の「村御印」にみる年買納入五十箕

定納 275石 XQ.54 =148.5 石

口米 148.5 石 xo.112 = 16.632石

合』 148.5石十16.632石 =165.132石

新川郡岩絣村衆徒中
.
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試百七拾五石

御印免五ツ四歩 内壱ツ弐歩泣ー作御用捨

百拾五石五斗

七拾七石九斗五升

定納新京升

拾弐石九斗三升六合 口米 同升を以壱石二付

壱斗壱升弐合宛

メ百弐拾八石四斗三升六合

内

四拾八石四斗三升六合 米納所

弐石五升 籾納 但米五斗二

籾壱石宛

銀納

此代銀三rt四百二拾九匁八分

但も石分四拾四匁宛

右無夫錢皆済如件

党文拾年十 一月十六日 荒尾平左衛門（印）

小川文兵衛 （印）

右之通皆済相泣無御座候以上

文殊寺村 彦三郎（印）

史料②は、 菜文10年 0670) に「村御印」が発給

された年の岩帷寺にお ける「年買皆済状」である。

この史料によれば、 岩iliff寺は京 j•::i275石に対して

年貢納入率54% のところ、今年に限り 12%免除され、

［策 2 衷】の，］十 多註式により 128石 4 斗 3 升 6 合を納め

ている ことがわかる。

【第2表】姦文10年の「年頁皆済状」にみる年旦納入註符

1 -2. 寛文10年の「年貢皆済状」

次に 「岩隙寺延命院文杏」"のうち（突文10年11

月16日）「年貢皆済状」を、 翻刻、 一 認する。

定納 275 石 X (0.54 -0.12) = 115.5 石

口米 115.5 石 xo.112 = 12.936 石

合社 115.5石十12.936石 =128.436石

［史料）②

筵文拾年分御年頁米之：']1-

128石 4 斗 3 升 6 合の納入の肉訳は、 米納で48 石

4斗3升6合、 籾納で2石5升、 銀納で77石9斗5

升分を納めた。 筵文10年 0670) の喘の米：銀の交

28 



換レ ー トは、 1石=44匁であったので、 銀納分は、

77石9斗5升X44匁=3買429匁 8 分とな る。

1 ー 3. 岩蛤寺の「年百皆済状」

岩餅寺延命院"には、 江戸時代、 加賀溜への「年

頁皆済状」が数多く残されている。

［第3表］「岩餅寺延命院文：, I }=」にみ る年貢米の変造

年 号 ャ., '. ·f,µc J 免（％） 定納口米 備 考
明侶ヲ元年 271石 51.7 151.316 ム

ロ
・
ロ
-.t 

(1655) 48石 12.0 6.221 157.537石
明肝2年 271石 54.0 158.047 合社
(1656) 48石 12.0 6.221 164.268石
笈文 2年 275石 54.0 160.38 口米
(1662) 1 石= S升

筵文 3年 275石 54.0 160.38 ［第 4表］(1663) 
筵文10年 275石 42.0 128.436 1 石＝銀44匁
(1670) ［史料②l

笈文12年 275石 54.0 165.132 (1672) 
延宝7年 275石 54.0 165.132 l石＝銀53.5匁(1678) 
元禄8年 275石 54.0 165.132 (1695) 
箆保元年 275石 42.0 悪地のため12%引免
(1741) 【史料③】
弘化2年 275石 48.0 146.784 3ヶ年6%引免(1845) 
滋水元年 275石 48.0 146.784 3ヶ年6%引免(1848) 
安政2年 244.444石 54.0 146.784 

――――――――-――――- - . ...........

0855) 30.556石 1S.34S 納入なし

【第3表］から岩絣寺の年頁納入の変造に関する

史科の 一 ＇塁を考察し ていく。

• 岩illff寺の京高275石は、 明庇年中に4石上乗せ 7)

されてから、 硲末まで変わらなかった。

・ 明）料元年から2年にかけては、 京i心i271石の他に

定免（年頁納入率）が12%の土地48石分 があった。

この48石の田地の実態は、 現史料からは判断でき

ないが、 定免が12%と低いことからIJrJ発地か忠地

と考えられる。

． 姦文3年までは、 口米（役人への手数料）は1石

につき8升であった。 その後、 筵文10年の村御印

によれば、 1 石につきl 斗 1升 2 合になった。

野口安函／成jl) l!il所蔽の立11!'.むけ寺史料

［第 4 表］窃文 3 年の「年頁皆済状」にみる年頁納入計葬

定納 275石X0.54 = 148.5石

口米 148.5石xO.OS=ll.SS石

合し
i

t 148.5石十11.88石=160.38石

．年貢納入の 一 部は銀で支払われた年もみられた。

溜内においての米 と銀の交換比率も、 訟文10年は

l石=44匁なのに対し、 延宝7 年は1石=53.5匁

とその年によって相楊に辿いがみられた。

． 定免 （年買納入率）は、 明ffJ 2年0656)以降

「五ツ四歩」(54%)で推移している が、 次に示す

史科③のように、 年によっては引免 がお こなわれ

ていた。

「岩餅寺延命院文 ，
1 ;:」 ：ヽ 3包保元年12月の「年買弓I

免に付き此」を絣刻、 一 度とする。

［史料】③

筵

新川郡岩朗寺村

武百七拾五石

定免 五ッ四歩

内

五歩 半保十六年方年限不極年季引免

七歩 今年方弐ケ年御用捨免

I壱ツ武歩 今来年弐ケ年御用捨免

但 来々子ノ年方壱歩免立焔畢菜

年限不極引免共本免立帰可申候

右私共在所 御 田地秋ケ嶋用水方下水出悪地罷

成、 其上享保十 一年 栃津川方入川仕右川緑之御田

地、 石砂入二罷成申候二付、 定免之内壱ツ或歩年季

引免被仰付iiri:候鹿、 享保十六年右 引免之内七歩減、

残五歩年限不極引免被仰付骰候得共、 至極之悪地ニ

御座候故、 衆徒中必至雅儀仕候二付、 右之通今来年

御用捨免二被為仰付難有承奉存候

（中略）
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笈保元年十二月

岩餅寺衆徒中

この史料は、岩餅寺に対して定免壱ツ訊歩 (12%)

を米年の笈保 2 年 (1742) まで差し引くというもの

である。 岩JI併寺は、 菜永17年 (1640) に常願寺川か

ら水源をとり秋ケ1島用水が完成； したが、 古解け水

で冷たく、上流の田地の下水のむもあり＇／、 その上、

栃津川緑の田地に石や砂が入って悪地のため困って

いることなどを訴え、 享保11 年 (1726) から定免を

引かれている配慇に感謝している。

1 -4. 小結

江戸時代、 3代溜主前田利'i位によって施行された

改作法IO>は、 彼の死後、 突文10年 (1670) に手上;•,':j

免を内容に組み入れてた 村御印に よって成就する。

1前年の虹文 9 年 (1669) に硲府が品滸に新京升の使

用を命じ、 加賀湘でも額内に対して翌年から新京升

で悩り上納するように 「村御印」を料き替えた。

岩前寺への笈文10年 (1670) の村御印では、 明府

年中に四石手上 ，
＇
，●：jされ1「( 1 •,':jは275石となり、 定免は

明炉｝元年から明It序 2 年にかけて2.3%手 上免され五

ツ四歩(54%)となった。 また、 口米もそれまでの

1 石=S升から3図文10年には 1 石= 1 斗 1 升 2 合に

固定された。 ただし、 定免については、 その年度に

よって引免されている楊合もあった。 特に、 江戸時

代後期からは、 年貢は定免 6% 引かれて、146石 7

斗 s 升4合が梢例化していったことは 、 明治元年

(1868) の岩前寺目代の 「御蔵米預状」いからも判

断できる。

しかし、 岩lutf寺では引免されただけでは立ちゆか

なくなった年もあったようで、 その時には様々な手

立てをこうじて、 窮状を凌ごうとしていた。 安永5

年 (1776) には、「衆徒中近年困窮二付、 衆徒惣印、

目代印等依而頷二先様江相渡候」として、 者l�f寺の

24坊衆徒が、 困窮 により衆徒惣印 ・ 目代印を渡すこ

とを納得し約定・占に培名して いる 12 >。 天保 8 年

30 

(1837) の 「御j',';j井柴山等：,I}'上転」131によれば、 京

祐;275石に対し、 16石 5 斗 9 升 2 合を他村へ切邸し

たり質入れしたりしている。 さらに安政の大地姦の

翌年、 安政 6 年 (1859) には、「当山之儀ハ、 去年

大地姦之後打二水難二而、 坊舎等流失仕、 其上立山

参詣人も咋今甚夕不参詣二付、 衆徒一統大固窮二押

移、 日用之凌方も無御座」＂＇
として、 地姦によって

伍坊が流され、 参詣人もなく、 とても固窮している

ので、 宮路村茂左術門に切訟i (売却） したい旨を寺

社奉行所に顛い出ている。

岩前寺の京祐'i325石のうち、 50石の寄進は衆徒24

坊に割り振られており 、 残り275石のほとんど も衆

徒が所持してい る,:,。 加えて「年頁特済状」には、

「無夫銀」として諸役が免除されているにもかかわ

らず、不作の年には�窮を余儀なくされているので

ある。

このように、 岩餅寺衆徒は坊名で祐i (田地） を所

持していたため、「岩前寺廷命院文・. i r」の数遥の

「年貢特済状」では年貞納入の組織の名称も 、「岩介

寺村目代 ．坊中」（明炉i 2 年）、「岩餅寺村肝燕・ 目

代」(1
・

立文2年）、「岩餅村衆徒中」 （筵文10年）、「岩

峨寺村」（必水元年） と年によって児なる品』設がさ

れている。 湘政末期においては、 岩前寺衆徒の身分

支配が混迷するなかで、 年貞納入が行われていった

ことがうかがわれる。
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2. 岩耕寺衆徒の身分支配についての史料検証

2 -1. 身分支配についての経緯

天保 8 年 (1837) 加質湘のj•,::j方仕方の実施以米、

岩餅寺衆徒の身分支配が混迷するな か、 ），ば永6年

(1853) 溜は、「御元祖様初めより被下i府候御判物等

二 も 、 衆徒中与有之候得者、 法必二付而之身分者、

尤各可為支配候。 乍去当時衆徒共居住所勿論、 社地

迄も全新川郡郡奉行支配地二而 、 村御印ニハ芦餅

寺・ 岩餅寺百姓与有之候得者、 山方 ，
＇，●：i方二付而之身

分ハ右奉行可為支配候」” として、 宗務についての

身分は寺社奉行支配とし、j•,':j方については新川郡奉

行支配とするという判断を示した。

しかし、 安政 5 年 (1858) 岩l妍寺衆徒はこの判決

に対して、「減二御治世以米 、 御三代様共御同意之

思召を以、 御印物等被為下i代、 狛更御祈l鎖所及二御

目見寺格二御取立被為遊、 当御建立雰之諸党社も御

坐候、 建チ下迄も右祈川郡御郡所御支配之御趣慈与

御座候而者、 減以愚案之衆徒共弥不息品、 不変之：．品

地も変留之姿二押移」 161 として、 ぷfi主3代のお！り付

があり、 祈刷所になっているにもかかわらず、 諮笠

社まで郡奉行支配になるの は納得いかないと寺社奉

行所に訴 えた。 寺社奉行所 も訴えを取り上げて、

「も人之身邪を双方ら致支配筋二相成候付、

成、 甚而倒之筋二可有之候哉」 げ） として、

これに対して、 新川郡泰行は安政6年

ら、 改めて），冶永6 年 (1853)

衆徒身

分変死故 1咲等有之候節、 法義祐i)j之必別難付、 混雅

之必出米可q.1、其節二至り双方懸合二相成及御逹受、

御指図候楊二至候而ハ公 ＇仕楊等候之断方も迎々二相

1人の休

を杖方（寺社方· 郡方）から支配することは、 事故

などの時には区別 しようがなく混乱をきたし、 公·F

楊の判断も迎くなるので、 改めて自分たちの支配に

したいと頻い出た。

(1859)

「村御印二者、 ）
＂
積弁寺百姓 ・岩iiり乍寺百姓与有之餃得

者、 山）ヵ塙方二付而之身分ハ、 私共可為支配旨被仰

渡」 1$, として、 村御印には百姓の記叔があることか

の裁定に基づいて、 山

方やi'、';j方、 社 地敷地、 衆徒の居住地まで自分たちの

支配を認めるよう鈴用拗奉行に訴えている。

沿；延元年 (1860) 加質湘は、

けて、 必永 6 年 (1853)

それぞれの訴えを受

の裁定 を見直し、 再び詮疵

し以下の通り申し渡している。「 一 旦右之辿申渡候

像二者御坐侯而、 双方不熱二而者結句、 御縮方も難

立義二御座候而、 以前可立姑両支配之姿を以、 材分

者全ク寺社奉行支配、;•,':j方等二付而之必者新川郡御

郡奉行井改作奉行取捌、 両寺共目代を相立御郡奉行

等支配を為受て可然哉と奉存候」 191 として、 衆徒の

身分および社地や居住地は寺社奉行支配、;·,::j方につ

いては、 目代を立て郡奉行の支配 をうけるという判

断を下した。

2 -2. 史料の位四づけ

成巽I判所蔵の岩前寺関係史料4点のうち、

点ぱ、 浙主3代の（（史料】①②③）岩餅寺に対

3

する発給文・位である。

【史科】①
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ー紙文・， 界

［史料の絣刻］

岩介村之内を以、

31.5 cm X48.0cm 

立LIJ権現江為奇進百俵進之候。

全布寺納諸堂被為造営、 祭礼勁行不可有油断候。

1乃奇進状如件。
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天正十六

十 一 月晦日

立山寺

（マ·,)「衆J

主徒神主

第1S刃· 2011年3月

筑1�ff守

利家 朱印

［史料の翻刻］

越中新川郡岩介村之内 を以、 百俵之所、 立山権現

江寄進、 利家利長在判之筋目不可有相泣、 然者諸

堂被可修理、 弥祭礼勁行莫被怠慢:�J_f.。 初状如件。

元和元年

【史料】②
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じ、グ
史科①は、「岩倉村」（岩111弁寺村）の内立山権現へ、

米100俵を寄進し、 生塔の追営と祭礼をつつがなき

よう勤め よという初代箔主前田 利家の寄進状であ

る。

史料②は、

ー紙文芥 31.5cm X48.0cm
利家の時と同じ＜祭礼 ・ 造裳をつつがなきように実

施せと追認する2代湘主前田利長の安堵状である。

［史科の翻刻］

越中新川郡岩倉之内、 百俵令新寄進、 利家判形之

史料③は、

岩合の内、 立山寺へ 100俵を寄進し 、

岩倉村の内、 立山権現へ100俵を寄進

筋目不可有相辿、 弥祭礼勁行等無怠1曼可有執行候。

井辿営之低可被相應之修理尤候。1J!J状如件。

炭長七年十二月九日

立山寺

衆徒中

神主中

利長 花押

し、 利家 ・ 利長の時と同じく祭礼 ・ 造営をつつがな

きように実施せよとういう3代溜主l前田利常の安堵

状である。

岩1l�f寺衆徒は、 1前に示した身分支配の争論におい

て、 これら のお図付きを根拠として、 自分たちは、

立山寺の「衆徒（主徒）• 神主」であり、 社地や衆

徒の居住地を含め、 材分は寺社奉行支配であると主

張した。

【史料】③ ー方、 新川郡奉行は、 成巽I褐に所蔵さているもう

月ケ
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l点の筵文10年の「村御印」（前掲l - 1の史料•①)

を引き合いに出し、 その中に「岩航寺百姓中」との

品 1如があるから、;,;':j方や山方および社地敷地の内 に

ある衆徒の居住地はすべて郡奉行支配地であると主

張したのであるc

2- 3. 小結

岩耕寺衆徒の身分支配については、 これらの史料•

ー紙文：占 38.2cm X 50.8cm

を検証していくと、【第l図】に示す図式による流

れを経て判断されたことがわかる。
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①
 

I 岩餅寺衆徒 I
↓② 

1 新川郡奉行 I

↓④ 

村御印」をもとに意見：i'Fを提出。181

⑤;！罰延元年 (1860) 11 月、 寺社奉行品川左門、 御焚

用楊奉 行永原恙大夫へ、 再び藩の裁定が示さ れ

る。201

（萬延元年）

【第1図】 ⑤
 

①嘉永 6年 (1853) 3 月、 湘の裁定が示される。 15)

②安政 5 年 (1858) 6 月、 岩朗寺衆徒より、 寺社奉

行所へ「歴代湘主3代の発給文：i'F」をもって咬願

翡を提出。lu

③安政 6年 (1859) 5 月、 寺社泰行（品川左1
1
1]. 織

田左近・·1前田監物）より、 湘年寄の奥村河内守ヘ

要望，
If-を提出。171

①安政 6年 (1859) 10 月、 新川郡奉行（大l嶋三郎左

岱j IJ 'i· 金谷与十郎）より、多J用拗へ「筵文10年の

加質滸の判断は、 本多播）姪守や奥村河内守の名前

で出されていることから、 湘年寄21) によって決定さ

れたことがわかる。 岩餅寺衆徒や新川郡奉行の映願

料は、 寺社奉行や鍔用場奉行に上がりそこから溜年

寄へ提出されている。 なお、 坑用場奉行から湘年寄

ヘ上がった史料は管見の限り見られなかったが、 湘

年寄からの裁定が多;c用拗奉行永原送大夫へ示されて

おり、【第l区］】の図式が成り立つと考えられる。

さらに、 滸年寄からの裁定が、 寺社奉行を通して

岩絣寺衆徒に伝 えられたことは、 萬延元年 (1860)

11 月に衆徒が「詞'i'芥」を提出22 , したことからもわか

る。 また、 符用楊奉行を通して、 新川郡奉行へ伝え

られたことは、沿；延元年 (1860) 12 月に郡奉行から

の記j野組オ許への「通逹文」23) から判断できる。

まとめ

本稿では、 加質蒋による宗教村浴岩統寺への支配

のあり方を明らかにする 一助として、 成巽閣所蔵の

立山岩餅寺炭係文=, I ;:を検証してきた。

岩餅寺は、 初代湘主前田利家のお悶付き以来、 立

山権現へ100俵 (50 石）の寄進と澁役免除の特権を

得ていた。 虹文10年 (1670) の「村御印」によれば、

この年以降、 京；＇揺 325石の内50 石は寄進；謁とし、 残

り275 石のうち「免五ツ四歩」 (54%) 、 口米 1 石に

っき1 斗l升 2 合 (11.2%) を毎年納めなければな

らなかった。 しかし、 不作などの理由により年度に

よって引免されていたが、 それでも立ちゆかなくな

った拗合には切；謁や質入れをして凌いでいたことが

明らかになった。

湘政末期には、 6%の年貢の引免が続いたが、 そ

の宛名を「岩JI府寺村」と品されていたことが、 身分

支配の混乱を招いた 一 因と考えられる。

身分支配については、 嘉永 6年 (1853) に湘の裁

定が下された後に、；汎廷元年 (1860) にその裁定が

見直されている。 その間、 岩餅寺衆徒は利家を初め

とした湘主3代の発絵文：, 1 1: などを拠にして咬騒[; 1 ;:を

提出し、 新川郡奉行は村御印の品叔を拠にして争論

を緑り広げている。 同梯のことは、 宗教村落岩耕寺

だけではなく芦前寺でも史料•からうかがい知ること

ができ、 立山をめぐる湘内での努力争いが起因して

いると考えられる。i立終的には湘年寄衆の判断で決

しているが、 この何年にも及ぶ争論ぱ、 加質絣の硲

末における身分支配の混乱を如実に表している。
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1) 平成22年12月3 日、 本館の加

l篠学芸且とともに金沢市にある

成j網を成れ、「立山」に関係す

る古文 ， '1',;品］査を行った。

2)「越中立山古文,!.,�J(木介数伝

紺 、 固性刊行会、 昭和57年 6 月）

芦眈寺斉料池26·29 ・ 30·52·

288岩餅 寺森料池 4 · S ・ 39 ·

421 

3)「立山拇物館研究紀淡」第17号

所収、 29-44 頁、 富山県［立山

栂物館］、2010年3 月

tj.)「芦餅寺 ー 山会文，'l'」芦餅寺ー

山会には、l対北朝から明治の初

め頃までの古文片や絵図が残さ

れている。 本文の村御印は、「述

中立山古文：,ir-」占餅寺森科池75、

35 真に所収されている。

5)「岩餅寺多質坊文J1:」岩餅寺多

賀坊には、近世の寺社 ・ 村など

に 1月する文 ，
1;:129 点、近代の社

寺 ・村なと
＇

に関する 文苦13 点が

所蔵されている。

6)「越中立山占品録J 1な 23 貞～

24 頁(f�·糾斬誠編、立Lli開発鉄迫

株式会社 、 1989年 9月）

7) 「越中立 山古文害J森料·No273、

270·271 真

s)「岩前寺延命院文 ， 'l'」岩前寺 延

34 

註

命院には 、 近世の寺社 · 村など

に関する文 ，
1';'129 点、 近代の社

寺・村などに閲する文苫249 点が

所蔵されている。

9) 「越中立山古文・,i::」費宋I-Na403 、

316頁

10) 1i1i 田利 'i化が／妥安4 年より明Jff 2

年にかけて行った；；と政改 11',で、

定免法を採用し、 口米・ 夫銀を

決定した村御印の発給の租税制

度。

11)「越中立山古文c;i;:J 森利·Na419、

320真

12) 「越中立 山古文沖j姿判·Nal77、

239頁

13) 「越中立山古文 ，
1 ::J : 奸科蜘251、

260·261頁

14) 「岩前寺延命院文2::J (未（安

政6年）十二月）

15) 「新川郡岩餅寺等身分支配方之

没二付心附之趣御内述物控J (滋

水 6 年1853) 三月）（金沢市立玉

川図占n
r

:加越能文w所蔵）

16) 「立山衆徒 支配 一 件」（午（安

政5年）六月）（金沢市立玉川屈I

・占，，館）�□ 越能文I•\•'. 所蔵）

17) 「立山衆徒支配 一 件J ((安政6

年）五月 ）（金沢市立玉JII柊I . i :: 館

加越能文匝所蔵）

1S) 「立山衆徒支配 一 件」（未（安

政6年）十月廿六日）（金沢市立

玉川図；1;: 館加越能文，，I(所蔵）

19) 「立山衆徒支配一 件J ((,•i'i; 延元

年）十月廿八日）（金沢市立玉川

図ぽ館）�a越能文w所蔵）

20) 「立山衆徒支配 一 件」（萬廷元

年） 十 一月の条（金 沢市立玉 川

図沖館加越能文1小：所蔵）

21) 1Jn j只湘では、八家の J\茂名を年

寄りといい、 ）JU賀浙士の中で家

格が泣もt:; い’ぶ柄をいう（「加越

能近世史研究必携J所収 、 24

2S頁 、 北L'j(I 新 IJS社、 1995 年 s }-J)

22)「立山衆徒支配ー 1牛」（（沿；延元

年）十一月 ）（金沢rl了立王川図 ，！｝：

館加越能文｝収所蔵）

23) 「越中立山古文 ，
I�」森料池3S0 、

307真

本ぶ；jにおける史科の凡例は、 以

下のとおりとした c

・ 句函点は窄名が付した。

・ 変1本仮名はひらがなに直した c

・「より」は｝以本に即して「品砂J

で示した c

• 旧字 、 異体字は可能な限り'fo"

用淡り判こ直した c




